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社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金

◇ 社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地
方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。

◇ 防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域
における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算において創設。
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◇ 地方公共団体は、地域が抱える政策課題を自ら抽出し、定量的な指標による目標を設定した、おおむね３～５年の

「社会資本総合整備計画」を作成。（国は整備計画に対して国費を配分）

◇ 計画へ配分された国費の範囲内で、地方公共団体が自由に計画内の各事業（要素事業）へ国費を充当。

◇ 基幹事業（道路、河川等の１６事業）の効果を一層高めるソフト事業（効果促進事業）についても、一定の範囲内で

創意工夫を生かして実施可能。

◇ 地方公共団体が、自ら整備計画の事前評価・事後評価を実施し、HP等により公表。

両交付金の概要

社会資本整備総合交付金
（成長力強化や地域活性化等につながる事業）

平成28年度予算 ： 8,983億円
平成29年度予算 ： 8,940億円
平成30年度予算 ： 8,886億円
令和元年度予算 ,： 8,713億円※

令和２年度予算 ,： 7,627億円※ 

防災・安全交付金
（「命と暮らしを守るインフラ再構築」、「生活空
間の安全確保」 を集中的に支援）

平成28年度予算 ： １兆 1,002億円
平成29年度予算 ： １兆 1,057億円
平成30年度予算 ： １兆 1,117億円
令和元年度予算 ,： １兆 3,173億円※

令和２年度予算 ,： １兆 ,388億円※
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○計画の目標実現のため基幹事
業と一体となって、基幹事業の
効果を一層高めるために必要
な事業・事務

○全体事業費の２割目途

社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の対象事業

（社会資本整備総合交付金の例）
・アーケードモールの設置・撤去
・観光案内情報板の整備
・社会実験（レンタサイクル、
道路の歩行者優先化等）

・計画検討・策定（景観計画、
住生活基本計画等）

整 備 計 画 に 掲 げ る
政 策 目 標 の 達 成

（成果指標で事後評価）

住宅・社会資本の整備

住宅・社会資本の整備

（防災・安全交付金の例）

堤防決壊

例）ハザードマップ
の作成・活用

例）防災訓練の実施

効果促進事業

基幹事業

効果促進事業

・ハザードマップの作成・活用
・防災教育、防災訓練の実施
・災害時のための資機材整備
（マンホールトイレ、可搬式
ポンプ等）

・遊具の修繕

○ 道路 ○ 港湾 ○ 河川 ○ 砂防
○ 下水道 ○ 海岸 ○ 都市公園 ○ 市街地
○ 住宅 ○ 住環境整備 等

（防災・安全交付金の例）

・生活空間の安全確保
例）子供の移動経路等の

交通安全対策

（社会資本整備総合交付金の例）

・産業・観光振興等による活力ある地域の形成
例）都市公園の整備 例）港湾施設の整備

・民間投資を誘発する取組
例） PFI等を活用した下水汚泥固形燃料化施設等の導入

例）観光案内
情報板の整備

・インフラ老朽化対策
例）港湾施設の補修

・事前防災・減災対策
例）河川堤防の緊急対策

※このほか、社会資本整備円滑化地籍整備事業（社会資本整備と地籍調査の連携を図り、社会資本のストック効果の最大化等を図る観点から行う地籍整備事業）等がある。

補修前

補修後
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主な論点

● 社会資本整備総合交付金の道路事業では、ＰＤＣＡサイクルの徹底がなさ
れ、効率的、効果的な事業の実施がなされているのか。

● 事業採択に当たり、費用便益分析（Ｂ／Ｃ）が徹底され、投資効果の大き
さが配分に反映されているか。Ｂ／Ｃになじまない事業については、Ｂ／Ｃ
に反映されない事業効果について地方公共団体においてしっかりとした事前
評価が行われているか。

● アウトカム指標が全国的に比較可能なものとなっており、その達成度合い
に係る事後評価の結果が、その後の地方公共団体への配分に反映される仕組
みが構築されているか。

● 本交付金の対象となる地方公共団体は、新規に道路整備を行う区間がハ
ザードエリア（土砂災害警戒区域、浸水想定区域等）を含むか否かを事前に
把握した上で、道路整備計画を考えているのか。それによって、災害リスク
を高めることとなっていないか。その際、都道府県は、広域的な道路計画に
対して市町村間で連携を図るためにどのような役割を果たしているのか。
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